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委託仕様書 

 

１． 件名     

KOTO パスポートを使用した周遊イベント・謎解きイベント 

企画運営業務委託 

 

２． 履行期間   

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日 

【イベント実施期間（予定）】 

（１）周遊イベント 

令和６年５月１日（水）から１２月２０日（金） 

（２）謎解きイベント 

  令和６年９月１３日（金）から１２月２０日（金） 

 

３． 履行場所   

江東区役所地域振興部文化観光課が指定する場所 

 

４． 事業の概要及び目的 

（１）概要 

高度なデザイン力や技術力を有する独立行政法人国立印刷局作製のKOTOパ

スポートを使用した周遊イベント及び謎解きイベントを開催する。 

周遊イベントでは、イベント参加者は参加料1,000円で、KOTOパスポート

と区内共通商品券500円分が付与される他、KOTOパスポートの提示による区

内歴史文化施設の無料観覧等の特典が受けられる。また、特典施設等に設置

されたスタンプをKOTOパスポートに押して集めつつ、飲食や観光を楽しみな

がら区内を周遊してもらう。 

また、謎解きイベントは上記周遊イベントと併せて開催するもので、渋沢 

栄一ゆかりの地やその他区内観光スポット、公共施設など区の魅力発信に資 

するスポットにヒントを散りばめ、そのヒントを頼りに答えを探し出すイベ 

ントである。なお、イベントでは区内３エリアにコースをそれぞれ設定し、 

クリアしたコース数に応じて、抽選で賞品をプレゼントする。 

（２）目的 

２つのイベントともに、区内を周遊し、本区の魅力を知ってもらうことで観

光振興を図るとともに、区内飲食店等への誘客も促進することで地域経済の活

性化を図る。 

 

５． 業務内容 

誰もが参加したくなるような楽しいイベントを企画し、ひいては、区内周
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遊の促進と地域経済の活性化につながるよう創意工夫を凝らすこと。なお、

KOTOパスポートは、江戸時代から昭和初期頃までの江東区の変遷をコンセプ

トとしており、江戸時代の浮世絵をはじめとした明治・大正・昭和初期の観

光名所等を描いている。（別紙「令和６年度KOTOパスポートデザイン」参

照）ついてはそのコンセプトに沿いつつ、以下の前提条件①～⑦を踏まえた

上で企画すること。 

 

＜前提条件＞ 

 ①対象者 

  区民をはじめとしたこどもから大人までを想定した幅広い世代 

 ②参加料 

  １，０００円（税込み） 

  ※周遊イベントに参加するにあたり、必要な参加料である。周遊イベントで

すでにKOTOパスポートを持っている場合は謎解きイベントでは謎解きのパン

フレットのみ取得すれば良い。 

 ③全体のスケジュール 

日程 周遊イベント 謎解きイベント 

令和６年５月１日(水) イベント開始  

令和６年９月１３日(金)  イベント開始 

令和６年１２月２０日(金) イベント終了 イベント終了・賞品の申込期限 

令和７年２月末  賞品の抽選、発送完了期限 

令和７年３月末  アンケート及び実績報告期限 

 ④イベント参加料支払い場所 

（KOTOパスポート及び謎解きパンフレット配布場所） 

深川東京モダン館、亀戸梅屋敷、歴史文化施設３施設、区内文化センター８

館、江東公会堂を予定。 

※江東区が各施設と直接調整を行う。 

【以下、謎解きイベントのみ】 

⑤謎解きの回答・アンケート・賞品応募 

すべてスマートフォンで行えるようにすること。ただし、スマートフォンを

使用出来ない方用に、紙でも用意すること。 

⑥謎解きのコース 

１日程度でまわることができ、「門前仲町」「亀戸」「豊洲」周辺のコースを３

つ設定し、各エリア内は基本的に徒歩でも回れる範囲とすること。 

⑦渋沢ゆかりの地を含めたコース 

謎解きの門前仲町コースでは、説明板を設置する渋沢栄一ゆかりの地を必ず

コースに含め、参加者が説明板を使って答えを導き出す仕組みにすること。 
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【参考】ゆかりの地：江東区ＨＰ

（https://www.city.koto.lg.jp/103010/bunkasports/kanko/kyoten/map20

19.html）内に掲載の「江東区×渋沢栄一 まちあるきＭＡＰ」参照 

 

（１） イベント全体について 

① イベントそのものにストーリー性を持たせること。 

② 全てのエリアにおいて、事前に現地実査を行ったうえでコースを設定する

こと。 

③ 設定したコースや謎解きの妥当性について、事前に十分な検証作業を行う

こと。 

④ 全体テーマの設定については、事前に江東区の承諾を得たうえで各コース

の設定に移るものとする。 

⑤ 製作期間中において、企画・制作の進行管理および各種手配等、江東区と

の窓口となる制作進行管理者を選定し、江東区との迅速な連絡調整が可能

な体制を整えること。 

⑥ オンライン販売等の体制を整備するといった誰もが気軽に参加できるよう

な提案をすること。オンライン販売は、販売在庫管理・配送に必要な情報

（住所や電話番号等）を収集できるフォームとしクレジットカード等のオ

ンライン決済にも必ず対応することとする。 

⑦ オンライン販売で５月１日から始まる周遊イベントでKOTOパスポートを

購入した方は江東区内の謎解きパンフレット販売窓口にてKOTOパスポー

トを提示することで、謎解きパンフレットを受け取れるようにする。ま

た、９月13日以降はオンライン販売でパスポートと謎解きパンフレット

にして販売することとする。 

 

（２）周遊イベントについて 

① 特典施設の選定及び交渉 

 施設への特典及びスタンプの設置協力を行うこと。 

特典施設は区内歴史文化施設（深川江戸資料館、中川船番所資料館、芭蕉 

記念館）含め、１２施設程度を予定。特典の内容はKOTOパスポートを提示 

すると入館料が無料になるといった、お得に楽しみながら周遊できるもの 

とすること。 

なお、３施設の区内歴史文化施設への交渉は江東区が行うものとする。 

  ②スタンプの設置 

   スタンプのデザインはKOTOパスポートを作製する国立印刷局が行うため、

そのデザインを基にスタンプを制作すること。 

スタンプの設置場所は特典施設の１２施設程度とする。なお、特典施設以

外でスタンプを設置する場合には、区内観光名所や公共施設等、区の魅力

https://www.city.koto.lg.jp/103010/bunkasports/kanko/kyoten/map20
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発信に資するスポットを選定すること。 

  ③スタンプ台の設営 

  上記②において、スタンプ台を設置する施設に関しては、レンタルも可能 

だが設置期間や破損等を考慮すること。また、長期設置することを意識 

し、十分な事故防止及び悪戯防止の措置を施すこと。 

 

 

（３） 謎解きイベントについて 

① プレゼント企画 

    謎解きをクリアしたコース数に応じて、抽選による賞品をプレゼントす

る企画を実施すること。 

ア 申し込み方法 

  参加者が謎解きをクリアした後に、基本的にWebサイトを使用して簡潔

に申し込みできるようにすること。ただし、スマートフォン等を持って

いない参加者も申し込みできるよう、紙媒体による対応も可能とするこ

と。 

 （例）謎解きのパンフレットの一部をハガキにして、切り取れば郵送でき

るようにする。 

イ 賞品の種類 

  金額の設定は全体で２０万円程度とし、賞品として３コースを設定する

こと。なお、賞品は下記を踏まえ、提案すること。 

  （必須）江東ブランド、ことみせ商品、コトミちゃんグッズ、江東区観

光協会が選定する土産品を想定 

  （その他）上記以外で、江東区を再訪する動機付けとなるような賞品 

なお、賞品の内容及び当選人数については江東区との協議により決定す

る。また、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）

及びその他の関係法令等に抵触しないよう配慮すること。 

ウ 個人情報 

イベント参加者が抽選に応募する時点で収集することとし、商品の発送に

必要な最低限の個人情報のみ取得すること。また、その旨を応募時に応募

者が確認できる仕様にすること。 

エ 当選者の選定方法 

原則抽選によるものとする。 

オ プレゼント企画に係る費用 

商品購入費、梱包費、抽選に係る経費、発送費等は本契約金額に含むもの

とする。 

カ 賞品の発送 

令和７年２月末までに完了すること。 
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② 謎解きにかかるウェブサイトの開設 

    専用のサイトから謎解きの答え合わせ、報告、アンケート、賞品の応募

ができること。 

  なお、サーバー利用費や期間中の保守にかかる経費は本契約に含まれる

ものとする。 

ア アンケート 

    イベント参加者へアンケートを実施し、参加者の集計・分析をするこ

と。回収率を上げる工夫をすること。回答方法については、基本的にＷ

ｅｂサイトを使用して簡潔に回答できるようにすること。ただし、スマ

ートフォン等を持っていない参加者も回答できるよう、紙媒体による対

応も可能とすること。なお、設問内容については、今後のイベント開催

の参考となる設問や本イベントによる経済効果を図ることが可能な設問

になるよう、江東区と協議の上決定すること。 

イ 賞品の応募 

簡潔に応募できる方法にすること。 

 

（４）印刷物の製作 

イベントで使用する必要な印刷物については、上記の内容を踏まえ、次の①

～⑦を受託者が用意すること。なお、提出期限等、詳細については双方で協議

の上決定する。また、広くイベントを周知し集客ができるよう、イベントの趣

旨に沿ったレイアウト・デザインにすること。 

 【周遊イベント】 

  ① 告知ポスター（Ｂ２判フルカラー、１００部） 

② イベントＰＲ用チラシ（Ａ４判両面フルカラー、１０，０００部） 

  ③ イベント説明チラシ（Ａ４判両面フルカラー、１０，０００部） 

   ※KOTOパスポート、区内共通商品券とイベント説明チラシをセットにし参 

加者へ配布する（セット数は７，０００部）。封入するにあたり、外袋及びア 

ッセンブリにかかる経費は本契約金額に含むものとする。なお、KOTO パスポ 

ートが２～３回に分けて国立印刷局より納品されるため、封入作業もその都 

度発生するものとする。 

 【謎解きイベント】 

  ④ 告知ポスター（Ｂ２判フルカラー、１００部） 

  ⑤ 小中学生用イベントＰＲ用チラシ（Ａ４判両面フルカラー、３５，０００

部） 

 ※７月から開催の国立印刷局とのコラボイベントと謎解きイベントのＰ 

Ｒ用とする。区内の小中学校全児童へ夏休み前に配布。各小中学校への発 

送にかかる梱包費、発送費等は本契約金額に含むものとする。 
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  ⑥ イベントＰＲ用チラシ（Ａ４両面フルカラー、５，０００部） 

⑦ 謎解きパンフレット（Ａ４判フルカラー、１６頁、５，０００部） 

※パンフレットには謎解きに関わる内容や各コースの地図の他、観光名所や 

施設紹介等を掲載すること。 

※KOTOパスポート、区内共通商品券とイベント説明チラシ、謎解きパンフ 

レットをセットにし参加者へ配布する（セット数は３，０００部）。封入す 

るにあたり、外袋及びアッセンブリにかかる経費は本契約金額に含むものと 

する。 

 

（５）イベントのＰＲ 

  参加者増加促進のため、本事業を区内外へ広く周知することを目的に、以下

①～③に留意して幅広くＰＲを行うこと。 

① ターゲットとなる謎解きイベントと同様のイベントに参加したことのある

人が多く登録していると考えられるメールマガジンやＳＮＳを利用した告

知を行うため、参加者１万人を見込んだリーチ数にアプローチすること。

（総リーチ数10万人以上が望ましい。） 

② 上記①の手法にとどまらず、ＷＥＢサイトや雑誌などの有料広告記事掲載

を導入することは可とするが、掲載にかかる経費は本契約に含まれること

とする。 

③ 区内や近隣エリアの窓口や施設を始め、消費者とリアルに接点を持つこと

が出来る場所での広報活動を実施すること。 

 

（６）委託業務の運営管理 

① イベント実施期間中において、参加者対応等、江東区との窓口となる進

行管理者を選定し、江東区との迅速な連絡調整が可能な体制を整えるこ

と。 

② イベントに関わる制作物等の設置・保守・撤去は、受託者の責任で行う

こと。設置に当たっては、各種法令を遵守し、必要に応じて所有者の許

可を得ること。 

③ 設置物の定期的な保守・点検を行い、破損等が発見された場合は補修・

交換を行うこと。 

④ 謎解きイベントの各エリアの参加者数及びクリア者数を把握し、データ

をまとめて適宜情報提供すること。 

⑤ イベントに関わる制作物等の設置場所との連絡・調整については、江東

区と調整の上受託者において行うこととする。 

⑥ 参加者受け入れ体制等の運営マニュアルを製作すること。 

 

６． 従事作業員 
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（１） 受託者は、本業務を円滑に履行するために必要な技能を有した人員を

確保すること。 

（２） 受託者は、従業員に対して十分な教育を行い、事故等の発生を未然に

防止すること。 

 

７． 業務計画   

受託者は、業務開始前に業務計画表を作成し、江東区に提出するものとす

る。 

 

８． 提出物 

受託者は、本業務の成果物として、次のものをデータ及び書面で提出する

ものとする。 

（１） 各種制作物一式 

（２） 業務完了報告書及びアンケート集計 

 

９． 提出物等の帰属 

（１） 受託者は、委託業務により撮影した写真、作成したイラスト・図表を

含むすべての成果物（中間成果物を含む）の著作権（著作権法第２７

条・２８条を含む一切の権利）については、すべて江東区へ譲渡する

ものとし、成果物等の著作権および使用権は江東区に帰属するものと

する。 

（２） 受託者は、江東区が成果物等を使用するにあたって著作者人格権を行

使しないものとする。 

（３） 受託者は、江東区の許可なく、成果物等の内容を公表又は使用しては

ならない。 

 

１０． 保証等 

（１） 受託者は、前条の成果物等が第三者の著作権、肖像権その他一切の権

利を侵害してはいないことを保証する。 

（２） 成果物等について、第三者から権利の主張、損害賠償金等の請求がさ

れた場合には、受託者の責任と費用において解決する。 

 

１１． 個人情報の取扱い 

別紙特記条項のとおりとする。原則、本業務の再委託は不可とするが、江

東区による承諾を受けた場合に限り業務の一部の再委託を可とする。ただ

し、本業務で個人情報を取り扱う全事業者（協力先企業等含む）はプライバ

シーマークを取得していること。 
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１２． 支払い方法 

業務完了後、履行内容を担当者が検査し合格後、一括払いとする。 

 

１３． その他 

（１） 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合、その都度江東区と

受託者が協議をし、決定すること。 

（２） 受託者は、業務を通じて知り得た事項について、その一切を第三者に

漏らし、または利用してはならない。 

（３） 本業務に係る事故が生じたときは、受託者は速やかにその状況を江東

区に報告しなければならない。 

 

１４． 担当者  江東区地域振興部文化観光課観光推進係 金子、松田 

       連絡先：０３－３６４７－３３１２ 


